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特許を受けられる発明とは
（その１）？
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特許を受けられる発明－１

１．特許を受けられる発明と

拒絶理由通知

２．新規性とは

３．進歩性とは

４．新規性の例外規定

５．先願であること



審査と審判の審理の流れ
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① 特許法上の発明・産業上利用できる発明
（§２） §２９－１柱書

② 発明の単一性
§３７

③ 新規性
§２９－１－１，２，３

④ 進歩性
§２９－２

⑤ 先の出願がない (先願主義)
§３９ §２９の２

⑥ 明細書の記載要件に不備がない
§３６－４－１，６－１，２

特許を受けられる発明 拒絶理由



商品の発表、博覧会への出品、販売

秘密保持義務のない人への開示

学会、講演会などでの口頭での発表

新規性違反とは？

１．§２９－１－１，２９－１－２（公知・公用）

２．§２９－１－３（刊行物）

刊行物への論文発表

インターネットによる発表

講演要旨集

Ｗｅｂに掲載
自分の文献も

公知文献

最先公開日
に注意



【請求項１】
一般式（Ｉ）

Ｒ１－ＣＨ（ＮＨ２）－ＣＨ２－ＣＯＯ－Ｒ２ （Ｉ）

（式中、Ｒ１は、炭素数１～１０のアルキル基若しくは炭素
数１～１０のアルコキシ基で置換されたフェニル基、又
はナフチル基を示し、Ｒ２は、炭素数１～１０のアルキル
基又はフェニル基を示す。）

で表される芳香脂肪族カルボン酸又はその塩。

化学物質の新規性

一般式中のRの
定義に注意！



医薬用途発明の新規性

メカニズム
の解明

公知
化合物 ○病治療薬

Ａ

Ａを有効成分とする

新規性無

公知

公知
化合物

Ａ

Ａを有効成分とする

○病治療薬

公知

△病治療薬

この部分
新規性無

新規性有

メカニズムの解明



特許請求
の範囲 従来技術

特許請求の範囲と従来技術

従来技術とその広がり＝新規性・進歩性違反

容易に類推

特許請求の範囲

§29-1§29-2



新規性と進歩性

本願発明

文献１

文献２

文献１＋２
から容易

補正により減縮

文献1
から
容易

文献1と同一



新規性・進歩性判断の手順
本願発明と主引例との対比

主引例と相違
点があるか？

相違点が他の引用例
に記載されているか？

相違点は技術常
識の範囲内か？

他の引用例との組合せ・
構成の置換は容易か？

組合せに阻害
要因があるか？

本願発明に予想外
の効果があるか？

新規性・進歩性有新規性無 進歩性無

ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ
ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ
ＹＥＳ

ＮＯ



選択発明とは

●

先行発明

本願発明

■実施例

■

■
●

●

●

■

本願発明の効果＞＞先行発明の効果（量的に顕著な差）

本願発明の効果 ≠ 先行発明の効果（質的な差）



新規性の喪失の例外（特許法第３０条）

公開していない

論文発表
学会発表
販売・展示
記者会見

意に反した公開

６か月以内

６か月以内

通常出願

§30-2
出願

§30-1出願

30日以内

（後で主張可能）

§30-2申請
出願と同時
（願書に記載）

証明書
の提出



発表

Ａ

出願
2014.9.15

Ａ or Ａ′

出願
2014.11.2

新規性 ○
進歩性 ○

新規性 ×
進歩性 ×

学会発表
2014.5.1

出願期限
2014.11.1

6か月

30条適用出願

新規性喪失の例外



• 出願日の遡及ではない

(第3者の発表、出願に対抗できない)
• 出願時に主張しなくてはならない

• 公開日の算定に注意

（学会発表の要旨集、Ｗｅｂ公開）

・日本独自の制度

（除米国／欧州、諸外国にはない。）

注意！

PCT出願×

特許法３０条の落とし穴



新規性 ×
進歩性 ×

Ｓの
学会発表
2014.5.1

出願期限
2014.11.1

Ｐによる
論文
Ａ’’

Ｓによる
発表
Ａ

Ｓの出願
2014.9.15

Ａ or Ａ′

特許法30条の注意点

6か月

Tの

出願

Ａ’

３０条適用



先の出願の後願に対する権利

先願 後願１

特許請求の範囲 特許請求の範囲

明細書

特許請求の範囲

後願２
（出願人、発明者が先願と相違）

発明A

発明A

発明B

発明A

発明B
§２９の２違反

§３９ー１違反



特許権

先願発明
特許請求

の範囲

先願発明と特許請求の範囲

特許請求の範囲

明細書

§39-1§29の2



今日のポイント

１．特許を受けられる発明

＝拒絶理由がない発明

２．新規性と進歩性

自分の発表でも新規性を喪失する

３．新規性喪失の例外

第３者の同一出願､発表に対抗できない

４．先願主義


